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【支援内容】

⚫ 重度障害者等が通勤や職場等において必要とする移動支援・身体介護など

企業や自営等で働く重度の障害がある人に対して、重度訪問介護等事業者

を通じ、職場等における介助や通勤の支援を新たに実施し、重度の障害のあ

る人の雇用と就労の継続を図ります。
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重度の障害がある人への
職場等介助支援の開始

※本事業は、国の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を活用したものになります。

【対象者】

以下のいずれにも該当する人

⚫ 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの利用者

⚫ 民間企業に雇用されている人、または自営業者等の人

⚫ １週間の所定労働時間が10時間以上であること
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耳の聞こえない人、聞こえにくい人など、会話に手話を必要とする方が、

市役所のホームページにある専用ボタンをクリックすることで、手話通訳オ

ペレータを介して、手話で市役所に電話ができるサービス「手話リンク」を

新たに導入します。

20

手話リンクサービスの
導入

※利用する場合の事前登録は不要、通話料はかかりません。（インターネットの通信料はかかります。）

画像出典：総務大臣指定電話リレーサービス提供機関（一財）日本財団電話リレーサービスhttps://www.nftrs.or.jp/news/fy2025/im20250411
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